
第７６号議案 

 

 

町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)８月２７日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部を改正する条例 

町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成５年９月町田市条例第２

８号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表（第４６条関係） 処理手数料 別表（第４６条関係） 処理手数料 

１ 家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物 １ 家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物 

区分 処理手数料 

略 略 

占有者が定期に排

出する家庭廃棄物

のうち容器包装プ

ラスチックを市長

が指定収集袋によ

り収集し、運搬し、

及び処分するとき。 

小袋（１０リットル

相当）１袋につき 

８円 

中袋（２０リットル

相当）１袋につき 

１６円 

大袋（４０リットル

相当）１袋につき 

３２円 

略 略 
 

区分 処理手数料 

略 略 

占有者が定期に排

出する家庭廃棄物

のうち容器包装プ

ラスチックを市長

が指定収集袋によ

り収集し、運搬し、

及び処分するとき。 

 

 

 

 

 

中袋（２０リットル

相当）１袋につき 

１６円 

大袋（４０リットル

相当）１袋につき 

３２円 

略 略 
 

備考 略 備考 略 

２～４ 略 ２～４ 略  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の町田市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（以

下「新条例」という。）別表に規定する処理手数料（容器包装プラスチックを指定収

集袋の小袋で排出するものに限る。）の徴収、指定収集袋の交付その他の新条例を施

行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前に行うことができる。  
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